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開  議  

 議  長  お疲れさまです。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１４：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 町長からの追加議案の提案理由の説明を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  こんにちは。 

 本日は、令和４年第２回筑前町定例会の最終日でございますが、追加議案を上程さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 議案第２４号 令和４年度筑前町一般会計補正予算（第３号）につきましては、補

正額１億１,０２４万１,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ 

１３０億８７４万４,０００円とするものです。 

 補正内容としましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業及

び子育て世帯生活支援特別給付金支給事業を追加するものです。 

 以上、追加議案を提案させていただきますので、慎重にご審議の上、承認いただき

ますようお願い申し上げまして、追加議案の提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長からの追加議案の提案理由の説明を終わります。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 議案第２２号「令和４年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について」

を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 河内議員 

 河内議員  別冊の補正予算第２号ですが、９ページの農林水産業費の３．農業振興費の負担金

補助及び交付金の２番目なんですが、経営発展支援事業補助金５６２万５,０００円

とあります。歳入の部なんですが、７ページ、１７款県支出金、５．農林水産業費県

補助金として、経営発展支援事業費補助金６７５万とありますが、この金額の違いは

なぜかを教えてください。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、９ページの５款３項１８目の経営開始資金１１２万５,０００円、それから

下の段の５６２万５,０００円、これは全て県費になります。ですので、この分を足

した分が歳入として６７５万あがってくるということになります。 

 以上です。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 山本一洋議員 

山本一洋議員  全協の折に補正予算の関係については説明をお聞きしましたので、内容は分かりま

したけれども、財政課にお尋ねをしたいと思います。 

 今後の補正予算の在り方、考え方について、どのようにお考えになっているのか。

３月の当初予算で決定をして３か月しかたってないのに大分大きい補正額があがっ

ているようです。そういった意味で、どんなふうに考えてあるのかをお尋ねをいたし

ます。 

 議  長  財政課長 
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 財政課長  お答えします。 

 予算の編成につきましては、地方財政法の第３条にあがっておりますように、法令

の定めるところに従い合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しな

ければならないとなっております。また、補正予算につきましては、予算は１会計年

度間の歳入及び歳出を網羅して通常予算に計上することが理想とされておりますが、

予算は編成時における規定・事実等を基礎とした将来の見積りでありますことから、

年度途中において災害の発生、政策の変更、制度の改正等により経費に不足が生ずる

ことがある。そういった場合に、一旦成立した予算科目、または金額の補正を認めざ

るを得ないというようなものが補正予算ということになっております。 

 今回おっしゃっているのは中学校中庭工事の件だと思いますが、当初予算において

１,０００万の予算計上を行い、今回第２号補正予算で４３８万９,０００円の増額と

なっておりますことは、議員のおっしゃるとおり当初予算での積算がどういったもの

かということもありますが、予算計上要求がありました際に、財政課としましては、

予算の財政課査定、町長査定を経た上で予算措置を行ったところです。 

 今回、このような高額な補正予算が出てきたことについては、財政課のほうとして

も手続き上不備があったと思っておりますので、今後きちんと内容の精査等に改めて

努めてまいりたいと思います。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 寺原議員 

 寺原議員  補正予算資料の６ページ、９款教育費についてですけど、そのうちの事務局費、ス

クールソーシャルワーカー事業について何点かお尋ねします。 

 まず、この予算２８３万７,０００円の内訳がどのようになっているか、大まかで

も結構ですのでお願いします。 

 その中にアウトリーチ支援員への謝金も含まれると思うんですけども、このアウト

リーチ支援員の具体的な仕事内容をちょっと確認のために教えていただきたいと思

います。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 予算書の９ページをご覧ください。 

 まず、スクールソーシャルワーカーの報酬でございます。これにつきましては、９

か月分、２１１万３,０００円を計上させていただいております。それから、そのス

クールソーシャルワーカーの期末手当でございます。１３万３,０００円でございま

す。 

 それからページをめくっていただきまして、アウトリーチ支援員謝金、これが２,

０００円掛ける８回掛ける９月掛ける２名分ということで、２８万８,０００円を計

上させていただいております。 

 それから、費用弁償でございますけれども、費用弁償につきましては、スクールソ

ーシャルワーカー等の費用弁償ということでございます。 

 それから消耗品につきましては、各種消耗品で５,０００円を計上させていただい

たところでございます。 

 それから、役務費でございますけども、通信運搬費として携帯電話代の通信料３万

１,０００円を計上させていただいております。それからスクールソーシャルワーカ

ーの公用車リース代として、１３節使用料に１３万５,０００円、それから備品購入

費として携帯電話５万円を計上させていただいたところでございます。 

 それからアウトリーチ支援員につきましては、退職学校長とか退職された先生方を

人材バンクというか、そういったところで活用させていただいて、スクールソーシャ
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ルワーカーの補助というような立場で活動していただきたいなというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  寺原議員 

 寺原議員  以前、一般質問でちょっと提起をしておりましたフリースクールへの支援について

は今回予算を計上されていないと思いますけども、これについて現在どのようにお考

えかをお尋ねします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 近隣の市町村の状況について調べさせていただきました。その部分については、し

っかり把握をしておりますので、今後これをどうしていくかについてを検討させてい

ただきたいというふうに考えております。 

 議  長  寺原議員 

 寺原議員  保護者には自分の子どもに教育を受けさせる義務があると。義務は親のほうにある

んですね。子どもは、教育を受ける義務ではなくて、教育を受ける権利があると。こ

のことから結局、フリースクールの意義があると私は思うんですよ。 

 今回のスクールソーシャルワーカー事業というのは、非常にいいことをされると私

も期待はしているところがありますけども、果たしてこの対象になるのが、学校に行

けてない子はもちろんそうですけども、いろんなところにつながっていない子どもた

ちをどうにかして教育を受けてもらうことを狙った事業ですので、本当にできるかど

うかはやってみないと分からないところはありますけども、そういう意味からも、な

かなか子どもたちをつないでいけないということも考えられます。その辺は、現在、

どんなふうなお考えなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。いろんな可能性を考

えての取り組みについての考え方ですね。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 よつばさん等もそうですけども、教育支援センター、これも一つそういった現場だ

ろうというふうに考えております。その辺りも含めて、今回のスクールソーシャルワ

ーカーの事業も含めて、各種事業が連携していけるような考え方をもって事業を進め

ていきたいなと考えておるところでございます。 

議  長  河内議員 

河内議員  ６ページでお尋ねします。 

 教育費の上から３番目、児童生徒の英語力強化事業、体験型英語学習推進事業補助

金として上がっていますが、これは英語力強化のため、町内の中学生を北九州英語村

へ派遣するということですが、今年度限りですか、それとも継続して毎年行っていく

んでしょうか、お尋ねします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 これは県のモデル事業でございまして、県の補助金がとりあえず２年間あるように

なっております。その部分につきましては継続をしていこうというふうに考えており

ますが、その後についてはまた仕切り直して検討していきたいというふうに考えま

す。 

 以上です。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 柳議員 

 柳 議 員  資料の５ページで、林業関係ですけれども、町有林を売却してそれを積み立てると
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いうふうになっているようですけれども、７８万４,０００円あがってますが、これ

櫛木の山だと思うんですけれども、大概トラックに積んで毎日出してましたが、あれ

だけたくさん出して７８万ぐらいかなと思っているんですけれども。総売上と、それ

から必要経費がかかったと思うんです。それから、山林面積がどれくらいか、もしお

分かりであればお願いします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 大会については、昨年の１０月に行っております。抜倒技能選手権というふうな名

目で行われております。これは県事業で行われておりまして、町から場所を提供させ

ていただいております。その収益金ということで、今回補正をあげさせていただいて

おります。 

 場所については、櫛木の面積が約１.０８ヘクタール分でございます。いわゆる町

所有の町有林でございます。 

 経費につきましては、最終的にはバイオマス等々にも利用させていただきましたの

で、そういった収益もあがっております。材料の額の合計でいきますと、約５２４万

ほど収益があがっております。 

 それから控除費ということで、組合のほうに委託しておりますので、組合の手数料

とかトラックの運賃、それから伐採の搬出、それが主を占めてる割合でございまし

て、控除額といたしまして約４６８万ほどあります。それから、助成金というものが

ありますので、それを差し引きまして約７８万ほど収益が出てたということになりま

す。 

 以上でございます。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２２号「令和４年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について」

を採決します。 

 議案第２２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 議案第２３号「工事請負契約の締結について（三輪小学校北側校舎外壁

改修工事）」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 河内議員 

 河内議員  議案書の３７ページ別表の下の参考のところで、２番の工事概要の下から２番目、

どうやって読んでいいか分からないけれども、可とう形外装薄塗材Ｓｉの説明をお願

いします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 詳細を私、はっきり把握しておりませんので、後ほど、ちょっと調べさせていただ
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きまして回答させていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２３号「工事請負契約の締結について（三輪小学校北側校舎外壁

改修工事）」を採決します。 

 議案第２３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 議案第２４号「令和４年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について」

を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の２ページをお願いします。 

 議案第２４号 令和４年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について、令和４年

度筑前町一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の令和４年度一般会計補正予算（第３号）をお願いします。 

１ページでございます。 

 令和４年度筑前町の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１,０２４万１,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３０億８７４万４,０００円とする

ものです。 

 今回の補正内容は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業８,９

８１万円、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業２,０４３万１,０００円を追加す

るものです。 

 歳出のほうから説明いたします。７ページをお願いします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費８,９８１万円の増額です。 

 ３節職員手当等３０万円、１１節役務費５０万円は、筑前町育ち盛り子どもたちの

「食」の応援事業として、町内１８歳までの子どもがいる世帯の支援のため、お米な

どの配布に要する時間外手当と郵便代でございます。 

 ７節報償費５１４万円は、新型コロナワクチン接種推進事業として、高齢者施設等

入所者への接種に対する、医師、看護師への謝金２９４万円と、個別接種に対応する

町内医療機関への協力金２２０万円です。 

 １０節需用費２,６９５万３,０００円の内訳は、食の応援事業のお米代などに２,６

６５万８,０００円、大刀洗平和記念館空間安全安心確保事業として、消毒液などの

感染症対策消耗品費２９万５,０００円です。 

 １７節備品購入費６０万４,０００円は、大刀洗平和記念館に設置する感染症対策

備品でございます。 
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 １８節負担金補助及び交付金５,６３１万３,０００円の増額です。ちくぜん食の仕

送り便事業補助金１,５００万円は、全国の家族等に町の特産品を配送する際の送料

の一部を町が負担するため、ファーマーズマーケットみなみの里に補助金を交付する

もの。 

 新型コロナウイルス対策事業者支援金１,０３５万６,０００円は、新型コロナによ

り経営に影響を受けた鉄道、路線バス、貸切バス、タクシー、観光事業者及び町マイ

クロバス運行委託事業者に対し、支援金を交付するものです。 

 学校給食助成金３,０９５万７,０００円は、物価高騰による保護者負担を軽減する

ため、給食費半額分を６か月減免するものです。 

 ３款２項７目子育て世帯生活支援特別給付金費２,０４３万１,０００円の増額は、

低所得の子育て世帯に対する生活支援のため、児童１人あたり５万円の特別給付金を

支給するための経費でございます。 

 次に、歳入の説明をいたします。６ページです。 

 １６款２項２目総務費国庫補助金８,９８１万円は、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金です。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

に全額充当します。 

 ３目民生費国庫補助金２,０４３万１,０００円は、新型コロナウイルス感染症セー

フティーネット強化交付金です。子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に全額充当

します。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 木村和彦議員 

木村和彦議員  ２点ほどあります。 

 一つは、筑前町育ち盛り子どもたちの「食」の応援事業の件ですが、全町的にお米

を１０キロ配布されるというふうに伺っておりますが、お米の品種と購入価格並びに

実施時期をお願いします。 

 あともう一つ、子育て世帯生活支援特別給付金事業の関係ですが、令和３年度の繰

越明許費の一般会計補正にも同じような文言が出てきております。その違いとかをも

う少し、多分説明があったと思いますが、もう一度お願いします。 

 以上です。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 まず最初に、育ち盛りの子どもたち「食」の応援事業の関係でございます。 

 お米の種類につきましては、筑前産の新米と定義づけております。 

 それと金額ですけれども、該当します事業者のほうに見積りを取りまして、昨年の

例から言いますと、消費税抜きの３,５００円から４,０００円の間で見積りが提示さ

れるだろうというふうに判断をいたしているところでございます。 

 それと、大変申し訳ございません、あと１点ございましたけども。 

 （「実施時期」の声あり） 

 配布時期につきましては、新米ということでございますので、新米を想定しますと

１１月末から１２月の初旬を計画したいというふうに考えているところでございま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  いいですか。もう１つありますよ。給付金のやつ。 
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 総務課長 

 総務課長  お答えしたいと思います。 

 今回、追加予算であげております子育ての給付金の関係については、令和３年度の

繰越の分とは別途の給付金でございますので、令和３年度の繰越とは異なるというこ

とで回答したいと思います。 

 以上です。 

 議  長  関連ですか。 

 柳議員 

柳 議 員  関連で質問させていただきます。 

 筑前町の育ち盛りの子どもたちの「食」の応援の件ですが。１１月頃に新米をとい

うことですけれども、これお米が１０キロ、例えば、１家庭に子どもさんが３人も４

人もいらっしゃったら、３０キロとか４０キロとかになるわけですよね。そして、こ

ちらから配るんじゃなくて、例えば商工会の、要は商品券みたいなもので、例えば、

自分が好きなところでお米を買えるとかというふうなことをされてもいいのかなと

思うんですよね。例えば３,５００円から４,０００円の商品券があれば、自分の行き

つけのお店でお米を買うことができますよね。 

 そしてまた、お米を配る――去年もそうだったんですけれども、職員さんがＪＡの

カントリーで、この前配られたんで僕、写真を撮りに行ったことがあるんですけれど

も、大変な作業なんですよね。じゃなくて、商品券だったら、もう少し簡単に、たく

さんＰＴＡとかいろんな人たちを使わなくてできるんじゃないかなというふうに思

うんですけれども、そこら辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お米配りの関係につきましては、商品券という考え方は一手あろうかと思っており

ます。しかしながら、本町は農業の町でございまして、地産地消、特に筑前町産にこ

だわりたいということを一つの考え方として持っております。よって、米余りの現象

があるということも聞き及んでおりますので、そういった部分で、筑前町でとれた新

米を直にお渡しするということ、現物を見ることによって、その甲斐が含まれてくる

んじゃないのかなというふうに思っております。 

 それと、当然、実施をする際に職員が関わっておりますけれども、実は小学校、中

学校のＰＴＡの保護者の方にもご協力いただいて、皆さんの協力を得ながらボランテ

ィア活動的な形で取り組んでいただいて、協働のまちづくりという視点からも進めて

おるところでございますので、今回についてもこのような取り組み方で進めさせてい

ただきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  いいですか。 

 石橋議員 

 石橋議員  ちくぜん食の仕送り便の件なんですけれども、今までは、町と商工会さんとの連帯

の事業だったと思うんですけれども、今回、みなみの里さんのほうにということで、

１者だけになったのか、その説明をお願いいたします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 今回事業としては、１,０００万を仕送り事業として補助金を組んでおります。 

 これにつきましては、昨年に続くコロナ対策の事業でございまして、ご承知のとお

り、みなみの里につきましては、年間約１００万人ほど訪れられております。町の交

流人口の増加にも大きく貢献をしております。 

 昨年は、町と商工会の連携事業で行っておりましたけれども、今回についても商工
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会のほうには当然打診をいたしております。ただ、協議を重ねておりましたけれど

も、正副会長あるいは事務局のほうから、内部事情によりまして今回は厳しいという

ことのご回答がございました。ただ、商工会のご意見としても、商工会もみなみの里

の株主ということもございますし、出荷も商工会の会員の方々が多数ご参加されてお

りますので、そういったご意見も言われておりました。商工会としてもその効果はあ

るというふうなことを言葉の中で言われておりましたので、そういったものを踏まえ

まして、現状も、会員以外の町内の生産者についても、かなり町内の方々からも生産

を定評されております。 

 そういったことも含めまして、地域振興あるいは活性化の一役として、農家の収入

アップ、町内の収入アップにつながるという判断をさせていただいて、今回みなみの

里の取り組み事業とさせていただいております。 

 以上です。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  仕送り便に関しましては、私たち主婦からしましたら本当に助かっているんですけ

れども、今までみなみの里さんで大体何件ぐらいあったのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 令和３年度の実績につきましては、約９００万円ほど実績があがっております。特

に、お中元とかお歳暮時期が多いというふうなところもございまして、売上総額でい

きますと、全体で約２,１００万円ほど売り上げております。みなみの里につきまし

ては、その中の大体約半分ほど、５割ほどを占めておるような状況でございます。 

 以上です。 

 議  長  ほかに。 

 河内議員 

 河内議員  関連です。 

 観光事業者への支援なんですけれども、観光事業者の中に、夜須高原カントリーク

ラブ、ゴルフ場が入っているようですが、夜須高原カントリークラブに２００万の補

助の理由を教えてください。 

 議  長  企画課長 

企画課長  お答えいたします。 

 町の大規模な観光事業者ということで、２事業者を対象と考えております。 

 物価高騰分も含めて、売上減少に対する支援として、一昨年度も行っております。

今回もそれを要綱を定めて行うものでございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  関連でございます。 

 鉄道路線バス、それから貸切バス、タクシー事業者、観光事業者、それからマイク

ロバス運行委託事業者、それぞれ対策がされておりますけれども、個別にご説明をし

ていただければ。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 鉄道事業者につきましては、町内に甘木鉄道が走っております。そちらの財政的な

支援、経営安定化の支援ということで、減収分等を沿線自治体のほうで割合を決めま

して、それを支援するものでございます。 

 路線バスにつきましては、甘木観光バスが南部を走っております。固定費の一部、

また燃料費の高騰分としまして支援するものでございます。 
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 貸切バスとタクシーにつきましては、それぞれ２者ずつ町内に事業者がございま

す。こちらにつきましても、保険や税の固定費、それと燃料高騰分ということで、１

台あたり６万円を試算しております。それを一律で、台数に応じて支援をするもので

ございます。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  お答えします。 

 財政課のほうで、町がマイクロバスを運行委託しております事業者に対する支援金

についてご説明いたします。 

 新型コロナウイルスによる委託事業への影響を鑑みまして、経営の安定化を図り、

町マイクロバス運行事業の継続性を確保することを目的としまして、要綱を定め支援

金を交付しております。支援金の性格上、早期に交付する必要がありますので、今年

度の４月から６月の実績と、コロナ禍前の令和元年度の平常時の運行実績を比較しま

して、運行年度の運行件数の減少数を推計することとし計算方法をもって、２００万

円を上限に支援金を交付するものです。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  それぞれの事業者なんですけれども、交付金要綱は定めてあるんでしょうか、お尋

ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 それぞれに定めさせていただいております。 

 議  長 財政課長 

 財政課長  先ほども申し上げましたが、筑前町マイクロバス運行事業安定化支援金交付要綱を

定めまして、支給をしております。 

 議  長  よろしいですか。 

 河内議員どうぞ。 

 河内議員  マイクロバス運行じゃなくて、全ての事業の事業者の交付金の要綱はあるのかとお

尋ねしました。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたけれども、それぞれに鉄道、路線バスと貸切バス、タクシ

ー、この３つの要綱を定めて実施しております。 

 議  長  よろしいですか。 

 寺原議員 

 寺原議員  補正予算概要の３番の大刀洗平和記念館事業に関してです。 

 予算が８９万９,０００円計上されております。あとの歳出を見ますと、備品購入

費で６０万４,０００円があります。残りの約３０万円の使途はどんなふうになって

いるのかということをお尋ねします。 

 もう１点、備品の購入費の中に屋外ベンチ３６万４,０００円が計上されています。

この屋外ベンチについては、現在あるものの買い換えなのか、あるいは新規で買われ

るのか、もし新規であれば、どこにどのような使い方をされるかも教えていただきた

いと思います。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 アルコール液とか点字タッチパネル用のウイルスシートなどの消耗品になってお

ります。 

 それと屋外ベンチですけれども、新しく設置をいたします。館外の、ちょっと場所
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までは分かりませんけれども、そこに設置をする予定にしております。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２４号「令和４年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について」

を採決します。 

 議案第２４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 議  長  先ほどの河内議員の質疑の件で、教育課長から発言の申し出があっていますので、

これを許可します。 

 教育課長 

 教育課長  先ほど、河内議員からのご質問で、可とう形外装薄塗材とはどういうものかという

ことでございますけども、外壁の仕上げ材の一種でございまして、柔軟性のある材質

の塗装材でございます。 

 以上でございます。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 請願第１号「「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのち

と健康を守るための意見書」の提出を求める請願書」及び発議第２号 「安全・安心

の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守るための意見書」を一括議題

とします。 

 本件について、文教厚生常任委員会委員長の報告及び関連して発議２号の説明を求

めます。 

 深野良二文教厚生常任委員会委員長 

深野良二委員

長 

 それでは、報告いたします。 

 定例会初日の６月３日において、文教厚生常任委員会に付託されました請願第１号

につきまして、６月８日に委員会を開催し、審議をいたしました。その審査の経過及

び結果についてご報告申し上げます。 

 議会提出議案書の１ページをお開きください。 

 請願第１号の結果は、請願審査報告書のとおり、採択であります。請願につきまし

ては、挙手による採決を行い、挙手多数により採択と決しました。意見書につきまし

ては、内容の精査を行った上で採決を行い、挙手全員で採択と決しました。これによ

り、本請願は意見書提出を願意としていることから、発議第２号を提出いたします。 

 それでは、提案説明を行います。２ページをご覧ください。 

 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守るための意見書 

 上記の議案を地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条第１項の規定により、別

紙のとおり提出いたします。 

 提出者、深野良二。賛成者、山本一洋議員、石橋里美議員です。 

 提出の理由。 

 新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動や国民生活には深刻な影響が及んで

いる。国民が安心して暮らせる社会実現のために、医療・介護・福祉の提供体制の確
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保並びに公立、公的病院の再編統合や病床削減方針の見直し、さらには、保健所増設

などの公衆衛生行政体制拡充のための保健師等増員が必要であり、国に対し意見書を

提出する。これが、本議案を提出する理由です。 

 ３ページをご覧ください。 

 意見書の内容はお手元に配付したとおりです。国民が安心して暮らせる社会が実現

されるよう、国の関係機関に意見書を提出します。 

 以上をもちまして、文教厚生常任委員会の付託案件審査報告を終わります。 

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

 議  長  これから委員長報告及び説明に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 次に、発議２号について先議いたします。 

 お諮りします。 

 これから「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守るた

めの意見書」を採決します。 

 発議第２号を採択することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議２号は採択することに決定いたしました。 

 したがって、発議第２号については、地方自治法第９９条の規定により、関係行政

庁へ意見書を提出します。 

 なお、請願第１号は採択すべきものとみなします。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 請願第２号「「地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出を求める

請願書」及び発議第３号「地方財政の充実・強化を求める意見書」を一括議題としま

す。 

 本件について、総務建設常任委員会委員長の報告及び関連して発議第３号の説明を

求めます。 

 木村博文総務建設常任委員会委員長 

木村博文委員

長 

 報告します。 

 定例会初日の６月３日において、総務建設常任委員会に付託されました請願第２号

につきまして、６月７日に委員会を開催し、審議をいたしました。その審査の経過及

び結果についてご報告いたします。 

 議会提出議案書等の４ページをお開きください。 

 請願第２号の結果は、請願審査報告書のとおり、採択であります。採択につきまし

ては、挙手による採決を行い、挙手全員により採択と決しました。これにより、本請

願は意見書提出を願意としていることから、発議第３号を提出いたします。 

 それでは、提案説明を行います。５ページをご覧ください。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書 

 上記の議案を、地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条第１項の規定により、

別紙のとおり提出いたします。 
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 提出者、木村博文。賛成者、田口讓司議員、山本久矢議員であります。 

 提出の理由。 

 急激な少子・高齢化に伴う社会保障制度の整備、地域活性化対策、行政のデジタル

化推進等、地方公共団体はより新しく、多岐にわたる行政サービスが求められてい

る。増大する行政需要に対して十分に対応し得るためにも、２０２３年度の政府予算

と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積り、地方財政の確立を目指

す必要があることから、地方財政の充実・強化について、国に意見書を提出する。こ

れが、本議案を提出する理由です。 

 ６ページをご覧ください。 

 意見書の内容はお手元に配付したとおりです。地方財政の充実・強化が実現される

よう、国の関係機関に意見書を提出いたします。 

 以上をもちまして、総務建設常任委員会の付託案件審査報告を終わります。 

議員各位のご賛同をよろしくお願いします。 

 議  長  これから委員長報告及び説明に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 次に、発議第３号について先議いたします。 

 お諮りします。 

 これから「地方財政の充実・強化を求める意見書」を採決します。 

 発議第３号を採択することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議第３号は採択することに決定いたしました。 

 したがって、発議第３号については、地方自治法第９９条の規定により、関係行政

庁へ意見書を提出します。 

 なお、請願第２号は採択すべきものとみなします。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 「議会運営委員会の閉会中の所掌事務継続調査申出書」を議題としま

す。 

 議会運営委員会委員長から、会議規則第７３条の規定によって、お手元にお配りし

たとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 

 日程第８   

 議  長  日程第８ 「常任委員会の閉会中の所管事務継続調査申出書」を議題とします。 

 各常任委員会委員長から、会議規則第７３条の規定によって、お手元にお配りした

とおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 




